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平成２８年第２回常総衛生組合議会（定例会）  

 

議  事  日  程  

 

平成２８年１０月１１日（火）午前１０時００分開議  

 

日程第１  会議録署名議員の指名について  

日程第２  会期の決定について  

日程第３  管理者報告  

日程第４  認定第１号、平成２７年度常総衛生組合歳入歳出決算認定

について  

日程第５  議案第３号、平成２８年度常総衛生組合一般会計補正予算

（第１号）について  

 

本日の出席議員  

１番  石川 寛司君  ２番  桜井 広美君  ３番  佐藤 剛史君  

４番  欠 席  ５番  伊藤 正実君  ６番  坂巻 文夫君  

７番  寺田 文彦君  ８番  堀越 道男君    

 

本日の欠席議員  

４番  坂  洋 君      

 

説明のための出席者  

管  理  者  片庭 正雄君     

副管理者  塩畑 実 君  

(代 理 ) 

会田 真一君  前澤 達也君  

(代 理 ) 

 

監査委員  海老原 茂君     

事務職員  事務局長  染谷 功君  庶務係長  臺 匡史君  
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開会宣言                   午前１０時００分  

 

 

議 長（桜井広美君）  

大変お待たせいたしました。定例会に入る前に、ご報告事

項がございます。  

任期満了に伴う常総市の市長選挙が７月に行われ、見事、

初当選されました神達市長さんが、８月３日より組合副管理

者として就任しております。おめでとうございます。神達市

長さんは、体調不良のため、欠席でございます。  

次に、つくばみらい市の坂議員さんより、欠席の連絡がご

ざいました。  

以上で報告事項を終わります。  

これより本会議に入ります。  

只今の出席議員数７名です。定数に達しておりますので、

平成２８年第２回常総衛生組合議会定例会を開会いたしま

す。地方自治法第１２１条の規定による議案等説明のための

出席者は、お手元にご配布のとおりでありますので、ご報告

申し上げます。  

それでは、議事日程第１より議事を進めます。日程第１に

入ります。会議録署名議員の指名について、会議録署名議員

は、会議規則第３６条の規定により議長において、指名いた

します。  

１番  石川 寛司 議員さんと  

３番  佐藤 剛史 議員さんの  

２名をご指名いたします。  

議 長（桜井広美君）  

日程第２に入ります。会期の決定についてを議題といたしま

す。会期を本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。  



- 3 - 

 

（異議なしの声あり）  

議 長（桜井広美君）  

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日１日と決定され

ました。  

議 長（桜井広美君）  

日程第３に入ります。管理者報告について、片庭管理者の報

告を求めます。  

管理者（片庭正雄君）  

みなさん、おはようございます。大変お忙しい中、平成２８

年第２回常総衛生組合議会定例会にご出席くださいまして、大

変ありがとうございます。先程も欠席の報告がございましたが、

季節の変わり目でございますので、体調の変化もあると思いま

すので、ご注意頂けたらと思います。  

先ほど議長さんからご紹介のとおり、７月に行われました常

総市の市長選挙において、神達さんが市長となられました。本

日は欠席ではございますが、お祝い申し上げます。  

組合運営につきましては、皆様のご理解とご協力をいただき、

構成団体のし尿及び浄化槽汚泥を、トラブルも無く、順調に処

理をしているところでございます。感謝いたしております。今

後も、し尿処理施設の適正な運営管理と、万全な収集体制を確

保し、環境衛生の向上を図ってまいります。  

組合の処理状況でございますが、平成２７年度の年間処理量

は、35,457kℓでございます。月平均 2,955ｋℓを処理しており

ます。  

内訳といたしましては、し尿が１５％、浄化槽汚泥が８５％

となっております。下水道の普及により、１０年間で７％減少
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しておりますが、今後は農業集落排水や合併浄化槽の汚泥の増

加により、急激な減少は無いと考えられます。  

２９年が経過している５０kℓ施設は、搬入量の減少、老朽化

に伴う処理能力の低下により、運転を休止しております。現在、

１００kℓ施設１系列で運転しておりますが、特に問題もなく

処理しておりますので、引き続き１系列で運転を行ってまいり

たいと思います。  

１００kℓ施設につきましては、定期的に修繕を行い、設備や

機器にも大きなトラブルもなく順調に処理をしておりますが、

すでに１８年が経過し、経年劣化による機器の交換時期が来て

おり、今年度は、オゾン原水槽・オゾン反応槽・ろ過原水槽の

防食工事を行っているところでございます。今後も、住民の皆

様には迷惑のかからぬよう、順次予定を組みながら設備の改修

工事を行い、施設の延命化を図ってまいりたいと思います。  

また、汚泥の処理につきましては、東京電力福島原子力発電

所の事故後、汚泥に放射性セシウムが含まれているため、汚泥

を焼却し、灰として北茨城市にある最終処分場に搬出している

ところです。灰の放射性セシウムは、現在は２８０ベクレルで、

当初より８分の１以下に減少しております。  

さて、議会の内容でございますが、平成２７年度歳入歳出決

算認定について、この件につきましては、７月１９日、組合監

査委員による慎重なる審査をしていただいたところでござい

ます。  

平成２８年度補正予算につきましては、平成２７年度決算に
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基づいた繰越金の補正でございます。  

詳細につきましては、事務局より説明いたさせますので、な

にとぞ、ご審議、ご決議賜りますようよろしくお願い申し上げ

管理者報告といたします。  

議 長（桜井広美君）  

日程第４に入ります。認定第１号、平成２７年度常総衛生組

合歳入歳出決算認定についてを議題といたします。  

提案者の説明を求めます。  

局 長（染谷 功君）  

認定第１号、平成２７年度常総衛生組合歳入歳出決算認定に

ついて、朗読説明  

議 長（桜井広美君）  

認定第１号につきましては、監査委員から監査の結果につい

ての報告を求めます。海老原監査委員さんどうぞ。  

監査委員（海老原 茂君）  

報告させていただきます。意見書、平成２７年度常総衛生組

合歳入歳出決算上記決算別冊のとおり、地方自治法第２３３条

第２項の規定により管理者から提出があったので、審査したと

ころ、収支とも正確で規定に適合し、その計算は帳簿及び証憑

書類に合致し正当であると認めます。平成２８年７月１９日、

監査委員海老原茂、同じく坂巻文夫、意見書を付して監査の報

告といたします。  

議 長（桜井広美君）  

認定第１号について、質疑に入ります。質疑のある方の発言

を許します。質疑ございませんか。  

８ 番（堀越道男君）  

監査委員さんの報告もございましたので、決算書の中身につ

いての質問はございませんが、先ほどの管理者報告の内容につ

いてお聞きしたいと思います。  
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管理者報告にもございましたように、投入手数料の問題で、

し尿が１５％、浄化槽汚泥が８５％となっているようですが、

下水道が発展し、各市でも下水道の設備が完備されてまいりま

すと、組合の役割が無くなってしまうのではないかと長い間考

えていたのですが、合併浄化槽や農業集落排水の汚泥なども全

て取り扱っていると考えてよろしいのでしょうか。  

また、汚泥１０ℓ当たり３円６０銭の手数料ということです

が、汚泥の問題と比率の問題では中身が違うように思いますが

いかがでしょうか。  

それと、オゾン処理についてですが、どの時点で行うのでし

ょうか。通常下水処理で行うことは理解できません。なぜかと

申しますと、上水などでは、汚れた水をきれいにするのがオゾ

ン処理で、第３次処理とも言われていますが、下水にオゾン処

理をするのはどのような方向性で行うのでしょうか。中身につ

いてお伺いします。  

議 長（桜井広美君）  

片庭管理者  

管理者（片庭正雄君）  

堀越議員さんありがとうございます。処理の割合は先ほど申

し上げたとおり、し尿が１５％、浄化槽汚泥が８５％と報告さ

せていただきましたが、毎年減少しているのは事実です。  

しかし、どんどん減少している訳ではなく、つくばみらい市

でいえば、農業集落排水事業も行っておりまして、そこからの

汚泥もありますし、常総市も同様だと思いますが、なかなか公

共下水道が通せない地域・集落あるわけでございまして、その

ような地域では合併浄化槽の設置などがございます。今は大半

が水洗式なので、やや増加する分と全体の減少分とを合わせま

すと、やや減少気味であると考えております。  

それから、オゾン処理槽につきましては、定期的に行ってい

ると解釈しておりますが、詳しくは局長から説明させます。  
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議 長（桜井広美君）  

染谷事務局長  

局 長（染谷 功君）  

オゾン処理槽の防食工事に関しましては、３次処理をして最

終的に鬼怒川に放流しますので、オゾン処理をしなければきれ

いな処理水を流すことができません。  

そして、その槽が傷んでまいりましたので、防食工事を行っ

ております。槽も１５年から２０年経過しますと、硫化水素な

どにより腐食が起こりますので、コンクリートの約１０倍の強

度がある炭素繊維による防食工事を行っております。この工事

により今後１５年から２０年は維持できると思っております。 

議 長（桜井広美君）  

堀越議員  

８ 番（堀越道男君）  

オゾン処理は以前から行っていたのですか。  

議 長（桜井広美君）  

染谷局長  

局 長（染谷 功君）  

最初から行っております。  

議 長（桜井広美君）  

他に質疑ございませんか。  

議 長（桜井広美君）  

質疑ないようですので、認定第１号は、本会計決算のとおり

認定することにご異議ございませんか。  

（異議なしの声あり）  

議 長（桜井広美君）  

ご異議なしと認めます。よって認定第１号は、本会計決算の

とおり認定することに決定いたしました。  

議 長（桜井広美君）  

日程第５に入ります。議案第３号、平成２８年度常総衛生合
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一般会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。  

提案者の説明を求めます。  

局 長（染谷 功君）  

議案第３号、平成２８年度常総衛生組合一般会計補正予算

（第１号）について、朗読説明  

議 長（桜井広美君）  

議案第３号について、質疑に入ります。質疑のある方の発言

を許します。質疑ございませんか。  

（なしの声あり）  

議 長（桜井広美君）  

質疑ないようですので、本案を原案のとおり決定することに

ご異議ございませんか。  

（異議なしの声あり）  

議 長（桜井広美君）  

ご異議なしと認めます。よって議案第４号は、原案のとおり

決定いたしました。  

 

以上で本日の議事は全部終了いたしました。  

平成２８年第２回常総衛生組合定例会を閉会します。  

 

 

閉会宣言                   午前１０時４２分  
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     会議規則第３６条の規定により署名する。  

 

 

議会議長  桜井広美  

 

 

１番議員  石川寛司  

 

 

３番議員  佐藤剛史  


